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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池発電装置の電子的管理システムであって、
　前記発電装置の少なくとも１個の太陽電池（１０）それぞれに電気的に選択的に接続さ
れ、
　互いに並列接続された複数のｎ個の静電変換器（１１、１２、１３）を備え、
　前記太陽電池に接続される前記複数の変換器の数は、前記太陽電池により発生する可変
電力と、電力しきい値Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ－１を比較することにより決定され、
　前記電力しきい値は、所定の相違する複数の変換器の複数の効率曲線における少なくと
も２つの効率曲線の交点の電力値で定義され、
　電力しきい値Ｐ１は、１個及び２個の変換器の効率曲線間の交点、電力しきい値Ｐｎ－

１は、ｎ－１個及びｎ個の変換器の効率曲線間の交点であり、
　前記太陽電池に結合された前記複数の変換器の数を決定するために使用される電力しき
い値Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ－１のうちの特定の１つは、太陽電池発電装置の出力で発生
する電力量に基づいて選択され、
　前記電力しきい値は、前記静電変換器の温度に依存している太陽電池発電装置の電子的
管理システム。
【請求項２】
　前記しきい値は、前記少なくとも１個の太陽電池の最適電圧値Ｖoptに依存する請求項
１に記載のシステム。
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【請求項３】
　前記しきい値は、前記複数の変換器に供給される入力電圧に依存し、好ましくは前記入
力電圧は、前記少なくとも１個の太陽電池の最適電圧値Ｖoptである請求項１又は２に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記しきい値は、１年の内の時期及び／又は日射量に応じて決定される請求項２又は３
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記しきい値は、前記複数の変換器のデューテーサイクルにより決定される請求項１か
ら４までのいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　決定された前記しきい値は、管理システムのメモリに記憶され、該しきい値は、太陽電
池発電装置のパラメータの測定に応じて修正される請求項１から５までのいずれか１項に
記載のシステム。
【請求項７】
　電力の関数として、前記効率曲線を決定するデバイスを備える請求項１から６までのい
ずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記複数の変換器が順に接続されている請求項１から７までのいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項９】
　前記複数の変換器の交換を、使用している変換器の数を変化させる際に行うようにした
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数の変換器の交換を、該複数の変換器の素子の状態に応じて行うようにした請求
項８又は９に記載のシステム。
【請求項１１】
　少なくとも１個の太陽電池、及び
　請求項１から１０までのいずれか１項に記載の管理システム
　を含む太陽電池発電装置。
【請求項１２】
　－少なくとも１個の太陽電池、
　－それぞれが、前記少なくとも１個の太陽電池（１０）に電気的に接続された、並列接
続された複数のｎ個の静電変換器（１１、１２、１３）を含む太陽電池発電装置の制御方
法であって、
　－前記少なくとも１個の太陽電池により発生する可変電力を決定し、かつピーク電力と
比較する工程と、
　－１又は２以上のしきい値Ｐ１、Ｐ２、Ｐｎ－１を少なくとも１個の太陽電池により発
電された電力と比較する工程と、
　－これらのしきい値Ｐ１、Ｐ２、Ｐｎ－１を、複数の効率曲線における少なくとも２つ
の効率曲線の交点の電力値で定義する工程と、
　－測定した電力値がＰｉ－１とＰｉの間にある場合にｉ個の変換器を接続し、あるいは
測定した電力値がＰｎ－１より大きい場合に、全ての変換器を接続する工程とを含み、
　前記複数の効率曲線の各々は、所定の数の変換器に対する効率曲線に対応し、
　電力しきい値Ｐ１は、１個及び２個の変換器の効率曲線間の交点、電力しきい値Ｐｎ－

１は、ｎ－１個及びｎ個の変換器の効率曲線間の交点であり、
　少なくとも１個の太陽電池に結合された前記複数の変換器の数を決定するために使用さ
れる電力しきい値Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ－１のうちの特定の１つは、前記太陽電池発電
装置の出力で発生する電力量に基づいて選択され、
　前記しきい値は、静電変換器の温度に依存している太陽電池発電装置の制御方法。
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【請求項１３】
　測定した電力値が前記しきい値Ｐｉ－１とＰｉの間で変化する際に、並列接続された複
数のｎ個の変換器の交換が実行される工程を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　並列接続された複数のｎ個の変換器の各々の使用期間及び／又は使用数の１又は２以上
を決定する工程と、
　時間の経過とともに、使用期間及び／又は使用数の１又は２以上が、並列接続された複
数のｎ個の変換器間で、ほぼ等しくなるように並列接続された複数のｎ個の変換器の各々
を接続する工程とを含む請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池発電装置の分野、より詳細には、電子システムを一体化した太陽電
池モジュールに関し、このタイプのモジュールは、太陽電池発電装置と、太陽電池の電子
的管理システムを含んでいる。
【背景技術】
【０００２】
　公知のように、太陽電池発電装置（ＰＶＧ）は、１個の、又は直列又は並列接続された
２個以上の太陽電池（ＰＶ）を備えている。無機材料からなる太陽電池は、基本的に、半
導体物質を主とする（ｐｎ又はｐｉｎ接合）ダイオードを備えている。この物質は、光エ
ネルギを吸収する性質を有し、前記光エネルギの大部分は電荷キャリア（電子及び孔）に
変換される。通常ドーピングされていない領域（ｐｉｎ接合の「ｉ」で特定される真性領
域(intrinsic）として参照される)で隔てられた、Ｎ型及びＰ型の２種類の領域のドーピ
ングにより構成される（ｐｎ又はｐｉｎ接合）ダイオードは、電荷キャリアを分離して、
太陽電池の電極を通して集める。太陽電池が供給できる、最大ポテンシャル差（開回路、
ＶＯＣ）と最大電流（短絡電流、ＩＣＣ）は、前記電池を構成する全体としての材料と、
この電池の周囲の条件（スペクトル強度による照度及び温度等）の両者によって決定され
る。有機物の場合、前記モデルはかなり異なってくる。エキシトンとして知られる電子－
孔ペアが生成する、ドナー及びアクセプタの観念への言及が必要になる。その目的は同じ
で、電荷キャリアを分離しかつ集めて電流を作り出すことである。
【０００３】
　図１は、公知の太陽電池発電装置の概略図である。多くの太陽電池発電装置は、直列及
び／又は並列に接続された太陽電池を備える少なくとも１枚のパネルを備えている。複数
のグループの電池を直列接続して、前記パネルの全電圧を増加させることができ、複数の
グループの電池を並列接続して、システムで提供する強度を増加させることができる。同
様に、複数のパネルを直列又は並列に接続し、用途に応じて、前記発電装置の電圧及び／
又は電流を増加させることができる。
【０００４】
　図１は、各ブランチが３群の電池２を含む２本の並列ブランチを備える太陽電池発電装
置を示す。該太陽電池発電装置の電気的安全性を確保するために、ノンリターンダイオー
ド３及びバイパスダイオード４を設置しても良い。前記ノンリターンダイオード３は、前
記発電装置の各並列ブランチに直列接続されて、負荷や発電装置の他のブランチからの負
電流が電池内を流れることを防止する。前記バイパスダイオード４は、前記電池群２に逆
並列に接続されている。該バイパスダイオード４は、欠陥やシャドウイングを示す電池群
２を分離して、ホットスポットの問題を解決できる。
【０００５】
　前記発電装置の最大電圧は、各電池の最大電圧の合計になり、前記発電装置が伝達でき
る最大電流は、各電池の最大電流の合計である。電池の最大電圧ＶＯＣは、電池に負荷が
接続されていないとき、つまり電流が伝達されていないとき（開回路）に到達し、電池の
最大電流ＩＣＣは、その端子が短絡されているとき、つまり電池の端子の電圧がゼロであ
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るときに到達する。最大値ＶＯＣ及びＩＣＣは、太陽電池を作動させるために使用する技
術及び物質に依存する。電流の最大値ＩＣＣは、電池の日射量のレベルにも大きく依存す
る。このように、太陽電池は、非直線的電流／電圧特性、及び最適電圧値Ｖopt及び最適
電流値Ｉoptに対応する最大出力点（ＭＰＰ）を有する電力特性を示す。図２は、その最
大出力点（図中、ＰＰＭで示す）とともに、太陽電池の電流／電圧（ＩＰＶ、ＶＰＶ）及
び電力／電圧（ＰＰＶ、ＶＰＶ）特性を示す。同様に、太陽電池発電装置は、非直線状の
電流／電圧特性及び最大出力点を有する出力特性を示す。電池の一部が遮蔽されると、あ
るいは一群の電池のうちの１又は２以上が不完全であると、この群の最大出力点ＭＰＰは
変化する。
【０００６】
　最大電力点追従制御（ＭＰＰＴ）として知られる最大出力を求めるためのコマンドを使
用して、太陽電池発電装置の動作を最適化することは公知である。このタイプのＭＰＰＴ
コマンドは、用途に応じて、直流／交流（ＤＣ／ＡＣ）変換器や直流／直流（ＤＣ／ＤＣ
）変換器である、１又は２以上の静電変換器を使用して行われる。図１は、発電装置の出
力に接続され、発電装置の全電池により生産され、かつ負荷へ伝達される電気エネルギを
集めるＤＣ／ＡＣ静電変換器を示している。負荷に応じて、前記変換器は、出力電圧を増
加又は減少させ、及び／又は出力電圧を反転させる。図１は、変換器８を使用するＭＰＰ
Ｔコマンド６生成を示している。
【０００７】
　ＭＰＰＴコマンド６は、前記変換器８を制御し、出力特性の最大点に対応する、太陽電
池発電装置（ＰＶＧ）の最適電圧値Ｖoptに対応する入力電圧を得るように設計されてい
る。最大出力点は、特に、日射の存在、電池の温度や劣化、動作状態にある電池の数など
の複数のパラメータの経時変化に依存する。
【０００８】
　これにより、太陽電池発電装置の出力は、電池の誤作動やシャドウイングにより大きく
悪影響を及ぼされることがなくなる。発電装置の電気的出力は、各太陽電池の状態に直接
依存する。
【０００９】
　太陽電池発電装置で伝達される電力は、日射量に応じて変化する。１個ではなく、２個
又はそれ以上の変換器を使用して電力を生じさせる。その際には、ＰＶＧで生成される電
力の変化に応じて、所定数の変換器を適合させる。実際、単一の変換器を使用することは
、出力変換を管理するために必ずしも有利ではなく、変換出力が逆影響を受けることがあ
る。ＰＶ電力供給が最大であると、単一フェーズ（あるいは単一変換器）により構成され
る出力は減少し、他方３個の変換器を有する構造は、伝達されるＰＶ電力にかかわらず、
出力を実質的に一定に維持する傾向がある。これにより、バッテリにより大きなエネルギ
を伝達できることになる。
【００１０】
　図３は、ＰＶ電池の出力に、３個のＣＳ（この場合、ＢＯＯＳＴ変換器）を有する配置
を示している。これらの変換器は、デバイスのピーク電力（Ppeak）に関連する発電装置
の電力に応じて作動させられる。公知の通り、１個のＣＳを使用すると、ＰＶＧにより伝
達される電力は、Ppeakの１／３に等しいかそれ未満で、２個のＣＳを使用すると、ＰＶ
Ｇにより伝達される電力は、Ppeakの１／３と２／３の間であり、３個のＣＳを使用する
と、伝達される電力は、Ppeakの２／３を超える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、ＰＶＧの変換出力を増加させる必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、
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　太陽電池発電装置の電子的管理システムであって、
　それぞれが、前記発電装置の少なくとも１個の太陽電池（１０）に電気的に接続された
、並列接続された複数のｎ個の静電変換器（１１、１２、１３）を備え、
　接続される変換器の数は、発生する電力と、しきい値Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐｎ－１を比
較することにより決定され、これらのしきい値は、相違している複数の変換器の効率曲線
の交点の電力値で定義される電子的管理システムを提供するものである。
【００１３】
　ある態様では、ｎは３に等しい。
【００１４】
　ある態様では、第１のしきい値は、１／３未満、好ましくは２０から３３％、更に好ま
しくは２３から３２％である。
【００１５】
　ある態様では、第２のしきい値は、２／３超、好ましくは３５から５５％、更に好まし
くは４０から５０％である。
【００１６】
　ある態様では、しきい値は、少なくとも１個の太陽電池の最適電圧値Ｖoptに依存する
。
【００１７】
　ある態様では、しきい値は、変換器の入力電圧に依存し、好ましくは前記入力電圧は、
前記少なくとも１個の太陽電池の最適電圧値Ｖoptである。
【００１８】
　ある態様では、しきい値は、一年の内の時期及び／又は日射量に応じて決定される。
【００１９】
　ある態様では、しきい値は、変換器のデューテーサイクルにより決定される。
【００２０】
　ある態様では、しきい値は、変換器の温度により決定される。
【００２１】
　ある態様では、しきい値は、変換器の経時劣化により決定される。
【００２２】
　ある態様では、決定されたしきい値は、管理システムのメモリに記憶され、該しきい値
は、太陽電池発電装置のパラメータの測定に応じて修正される。
【００２３】
　ある態様では、システムは、電力の関数として、効率曲線を決定するデバイスを備えて
いる。
【００２４】
　システムのＣＳの交換に関するある態様では、変換器が順に接続されている。
【００２５】
　ＣＳの交換に関するこの態様の変形例では、変換器の交換を、使用している変換器の数
を変化させる際に行う。
【００２６】
　ＣＳの交換に関するこの態様の変形例では、変換器の交換を、該変換器の素子の状態に
応じて行う。
【００２７】
　本発明の対象は、更に
　－少なくとも１個の太陽電池、及び
　－本発明の管理システム
　を含む太陽電池発電装置である。
【００２８】
　本発明の対象は、更に、
　－少なくとも１個の太陽電池、
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　－それぞれが、前記少なくとも１個の太陽電池（１０）に電気的に接続され、互いに並
列接続された複数のｎ個の静電変換器（１１、１２、１３）を含む太陽電池発電装置の制
御方法であって、
　－前記少なくとも１個の太陽電池により発生する電力を決定し、かつピーク電力と比較
する工程と、
　－しきい値Ｐ１、Ｐ２、Ｐｎ－１と比較する工程と、
　－これらのしきい値Ｐ１、Ｐ２、Ｐｎ－１を、少なくとも１個の太陽電池の
相違している複数の変換器の効率曲線の交点の電力値で定義する工程と、
　－測定した電力値がＰｉ－１とＰｉの間にある場合にｉ個の変換器を接続し、あるいは
測定した電力値がＰｎ－１より大きい場合に、全ての変換器を接続する工程
を備える太陽電池発電装置の制御方法である。
【００２９】
　ＣＳの交換に関する本発明方法の態様では、全ての変換器が接続されてはいない場合に
、他の変換器が接続される際に、ｉ番目の変換器は、最早接続されない。
【００３０】
　ＣＳの交換に関する本発明のある態様では、本発明方法は、
　－少なくとも１個の第１の変換器を接続する工程、
　－より多くの数の変換器を接続する工程を含み、
　－より少ない数の変換器の接続の場合に、前記第１の変換器を接続しない。
【００３１】
　ＣＳの交換に関する本発明のある態様では、測定した電力値がしきい値Ｐｉ－１とＰｉ

の間で変化する際に、変換器の交換の工程が実行される。
【００３２】
　ＣＳの交換に関するこの態様の変形例では、対象方法は、
　各変換器の使用期間及び／又は使用数を決定する工程、
　変換器を、使用期間及び／又は使用数が、一定期間、各変換器間で、ほぼ等しくなるよ
う接続する工程を含んでいる。
【００３３】
　本発明方法は、本発明の太陽電池発電装置に特に適している。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】既述の通り、従来技術の太陽電池発電装置のダイアグラムを示す。
【図２】既述の通り、太陽電池発電装置の理論的な電流／電圧曲線及び出力特性を示す。
【図３】複数の変換器（ここではＢＯＯＳＴタイプの３個の静電変換器）を含むＰＶＧの
ダイアグラムを示す。
【図４】３個の静電変換器の効率曲線を示す。
【図５】本発明において、時刻の関数としての静電変換器の数を示す。
【図６】実施例で使用されるスキームを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明は、太陽電池に接続された、通常３個の、ＤＣ／ＡＣ又はＤＣ／ＤＣである複数
の（電池又はフェーズ）変換器を備える太陽電池発電装置の電子的管理システムを提案す
る。前記変換器は、少なくとも１個の太陽電池に電気的に接続され、この電池で生成され
るエネルギを集めて負荷へ伝達する。「負荷」という用語は、太陽電池発電装置で生成す
るエネルギの使用が意図される電気的なアプリケーションを意味する。下記の記載は、３
個の変換器について行うが、４以上の数の変換器についても同様に適用されると理解すべ
きである。下記するＣＳ（convertisseurs statiques）は、変換器（この場合、静電変換
器）を意味する頭字語である。
【００３６】
　公知のように、これらの変換器は、ＭＰＰＴとして知られるコマンドにより制御される
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。例えば、この最大電力点追従制御コマンドＭＰＰＴは、発電装置により伝達される電力
の出力変化の影響を特定しかつ電力を増加させる方向に電圧変化が生じるようなアルゴリ
ズムを実行できる。従って、このタイプのアルゴリズムは、発電装置で伝達される第１の
電圧の電力を測定し、一定時間経過後に、前記第１の電圧より高い第２の電圧を印加し、
次いで対応する電力を測定するか、あるいは評価する。前記第２の電圧に対応する電力が
、前記第１の電圧に対応する電力より高い場合は、前記アルゴリズムの次のステップでは
、より高い第３の電圧を印加する。逆の場合、印加される第３の電圧は前記第１の電圧よ
り低くする。従って、前記システムは、太陽電池発電装置の端子に電圧を与え続けて、最
大出力点に可能な限り近似させる。ＭＰＰＴコマンド用の他のアルゴリズムを実行しても
良い。
【００３７】
　図３は、このタイプのシステムを示し、ＰＶＧは、ＣＳ１１、１２、１３（ＢＯＯＳＴ
１、２及び３）とＭＰＰＴコマンド１４に接続された太陽電池ユニット１０を含み、前記
ＣＳの出力はバッテリ１５に接続されている。
【００３８】
　変換器の制御のためには、変換器の効率曲線を使用する。このような曲線を図４に示す
。この図では、１フェーズ、２フェーズ及び３フェーズの効率を表している。一例として
、Ｐpeakは８５Ｗである。１フェーズの場合、効率はＰpeakの約１／３の点まで増加する
ことが注目される。２フェーズの場合、効率は約３５Ｗから４０Ｗの間の値の点まで増加
する。３フェーズの場合、効率は、この点より更に大きくなる。
【００３９】
　従来技術は、一定数の変換器を使用して２種類の予め定めたしきい値変化に対応してい
る。これに対し、前記管理システムは、ＭＰＰＴ管理システムにより測定される電力の関
数として、つまり、Ｐpeakの１／３未満、Ｐpeakの１／３から２／３、Ｐpeakの２／３超
に応じて、１、２又は３個の変換器を使用する。
【００４０】
　本発明では、変換器の個数に応じた、真の効率曲線を参照する。変換器の個数に応じて
、効率を最適化し、変換器の電力曲線の交点を、変換器の数に応じて決定する。従って図
４では、１個の変換器と２個の変換器の効率曲線の交点の第１の点は、第１のしきい値Ｐ
１を与え、このしきい値は管理システムのメモリに記憶される。電池ＰＶにより伝達され
る電力が、このしきい値未満であると、１個のＣＳを使用し、他方前記電力がこのしきい
値Ｐ１より大きいときは、２個のＣＳを使用するようにする。図４は、２個のＣＳの曲線
と３個のＣＳの曲線間の交点も示している。その効率がより高くなっている該しきい値は
、２／３の点から大きくシフトしていることに注目できる。この第２の点は、しきい値Ｐ
２であり、電池ＰＶにより伝達される電力及びＰpeakに対するそれらの比較の結果に応じ
て、前記しきい値Ｐ２未満であると２個のＣＳが使用され、それを超えると、３個のＣＳ
が使用される。
【００４１】
　公知技術は、効率は最適数の変換器のときに最適になるという仮定から始まって、３個
の変換器の場合には、３分割することを基本にしている。３個の変換器の場合、最適数は
、１、２又は３で、スパンは３個に分割される。本発明は、この仮定から離れて、変換さ
れた電力に実際に可能な限り近いしきい値を採用する。図４から、効率は本発明で最大で
あることが分かる。
【００４２】
　提示する例では、Ｐ１及びＰ２の値は、それぞれＰpeakの２８％及び４５％である。一
般に、しきい値Ｐ１は、Ｐpeakの１／３未満、主として２０から３３％、好ましくは２３
から３２％である。一般に、しきい値Ｐ２は、Ｐpeakの２／３未満、主として３５から５
５％、好ましくは４０から５０％である。勿論、使用するデバイスに応じて、他の値を決
定し使用しても良い。
【００４３】
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　従って、時刻に応じて、好適な数のＣＳを使用する。図５は、時刻に応じたＣＳの数を
表す。日中は、３個のＣＳを使用する態様が優位であり、他方従来技術では、３番目のみ
である。
【００４４】
　２、３、４又はそれ以上の任意数の変換器に同じ原理が適用でき、接続される変換器の
数（全ｎ個以外）は、生成した電力を、しきい値Ｐ１、Ｐ２、・・・Ｐn－１と比較する
ことにより決定される。これらのしきい値は、変換器の数が相違する複数の効率曲線の交
点における電力値として定義され、しきい値Ｐ１は、１個及び２個の変換器の効率曲線間
の交点であり、しきい値Ｐn－１は、n－１個及びn個の変換器の効率曲線間の交点である
。
【００４５】
　しきい値Ｐ１及びＰ２は、ＧＰＶの製造に使用した装置に応じて変化する。ＣＳの効率
曲線を、フェーズ数に応じて、つまり図４の曲線のようにプロットし、これらの値を管理
システムのメモリに記録することができる、次いで、これらの値は、修正せずにシステム
で使用する。
【００４６】
　前記効率曲線に影響する因子を考慮することも可能である。
【００４７】
　特に、季節及び／又は電子デバイス自身の特性を考慮することが可能である。
【００４８】
　パネルＰＶの温度は、季節に応じて変化するため、季節は考慮できる因子である。前記
パネルの特性も、季節に応じて、特に年間における時期に応じて変化する電圧Ｖoptの最
適値に応じて変化する。例えば、電圧Ｖoptの最適値は表１のように変化する（パネルの
温度が上昇すると、最適電圧値は減少する）。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　電圧Ｖoptの最適値に応じて、しきい値も変化する。例えば、Ppeakの％値で表示したし
きい値Ｐ１及びＰ２は表２のような値を取ることが可能である（例えば、前記値の２８％
及び４５％は秋に得られたと考えられる）。
【００５１】
【表２】

【００５２】
　管理システムのメモリに、しきい値Ｐ１及びＰ２の値の記憶させた後、季節に応じてこ
れらの値を使用する（及びカレンダーに応じて使用する）か、あるいはシステムで測定し
た最適電圧値Ｖoptを使用して、組み合わせたしきい値Ｐ１及びＰ２を適用できる。シス
テムのメモリは、種々の電圧値及びしきい値間の対応を有する。
【００５３】
　最適電圧Ｖopt値は、太陽光に応じて変化し、この値は、一般に、日射レベルが減少す
ると、減少する。
【００５４】
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　更に変換器の効率は、該変換器の特性に応じて変化する。特に、変換器の効率は、素子
のデューテーサイクル及び温度に応じて、更に経年劣化に応じて変化する。
【００５５】
　電力変換器の効率は、その入力ポートに存在する最大値をその出力ポートで復元できる
能力として定義され、１００％からの減少分はロスである。
【００５６】
　ＧＰＶで従来使用されているＤＣ／ＤＣブースト変換器の場合、ロスは、受動素子の及
び接続設備のジュールロス、及び能動素子（電界効果トランジスタ及びダイオード）の導
電及びスイッチングのロスである。
【００５７】
　これらのロスは、原理的には、３種類の主要なパラメータであるデューテーサイクル、
温度及び経年劣化に応じて変化し、それらの相対的な重要性はこの順序の通りである。
【００５８】
　従って、変換器の効率は、一般に、デューテーサイクルに依存する。
【００５９】
　（ブースト変換器用の）デューテーサイクルは次のように定義される。
【００６０】
　α=　1－Vin／Vout
【００６１】
　従って、出力電圧Vout、つまりバッテリの電圧は、例えば過充電又は未充電の場合、又
は異なった公称電圧のバッテリと交換する場合に、デューテーサイクルに影響を与える。
【００６２】
　電圧Ｖiｎも、デューテーサイクルの値に影響する。ＭＰＰＴ制御を行う太陽電池の用
途の場合、この電圧は、パネルの最適電圧（Ｖopt）に対応し、ＧＰＶで生成する電力の
電圧が最大になる。上述した通り、この電圧は、特に季節（パネルの温度）及び太陽光に
応じて変化する。
【００６３】
　デューテーサイクルを考慮して、前記管理システムは、変換器の端子間電圧の測定を行
う。更に、最適電圧（Ｖopt）の値が、既に測定されていると、この値の測定は、デュー
テーサイクルの決定に使用され、従って前記最適電圧値と同時に決定できる。
【００６４】
　一般に、変換器の効率は、素子の、特に電界効果トランジスタとダイオードの温度に依
存する。トランジスタの場合、接合温度が上昇するにつれて、抵抗が増加し、これにより
導電ロスも増加する。ダイオードの場合の効果は逆で、温度が上昇するにつれて、導電ロ
スは減少する。しかし、効果の予測は非常に困難で、特にこれはトランジスタやダイオー
ドが、変換器中で統合使用されることから生じる。一般に、変換器の効率は、温度に依存
し、この効率は温度変化とともに変化する。
【００６５】
　１又は２以上の温度プローブを使用して素子の温度を測定し、測定結果を前記管理シス
テムに導入できる。
【００６６】
　更に、変換器の効率は、一般に経時劣化に依存する。トランジスタの抵抗は、ダイオー
ドのしきい値電圧の値と同様に、経時劣化の間に増加する。経時劣化つまり長期運転は、
能動素子の電気的挙動を修正することと、ロスを増加させる効果を有し、結果的に、変換
器の効率を変化させる。
【００６７】
　経時劣化に関しては、カウンタを使用して、例えばダイオードのサイクル数を測定し、
かつ電子システムの経時劣化を決定できる。
【００６８】
　測定器具を、ＧＰＶ用の測定システムに組み入れることにより、効率曲線を「オンサイ
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ト」で決定することもできる。このような場合、前記システムは、予備設定された値のエ
ネルギを供給した後、予備記録されたルーティンに従って、予備設定された時間（ある特
定の日時）、予備設定されたインターバルで、あるいは他の無作為の条件下で、しきい値
Ｐ１及びＰ２の測定を行う。その代わりに、ＧＰＶを実行する際に遭遇する各状況に対応
する値Ｐ１及びＰ２を、前記管理システムのメモリに記憶することも可能である。ハイブ
リッド的に、つまり情報の一部を記憶し、前記情報の他の部分を測定するように、操作す
ることも可能である。例えば、季節の値を記憶し、他方、素子の温度を測定することであ
る。
【００６９】
　好適な態様では、単一のＣＳ上に連続的な応力が加わることを避けるため、前記システ
ムはＣＳ交換ルーティンを設置する。実際に図３では、変換器ＣＳ１１は、連続的に接続
され、従って変換される電流を連続的に受け取る。他のＣＳは、ＰＶ電力の発生中に生じ
る変化に従って使用する。従って、ＣＳ１１は連続的に応力を受け、更にＰＶ電力が変化
する場合は、修正される電力中で変化を受ける。前記システムの信頼性は、素子の一つが
連続的に応力を受けると、低下する。使用するＣＳを交換することが有利である。
【００７０】
　前記交換は、パネルにより発生するＰＶ電力に変化が生じる場合に制御でき、あるいは
、変換器の状態に従って、又はその両者により制御できる。ランダム配分コマンドも使用
できる。
【００７１】
　ある態様では、ＣＳの変化は、使用するＣＳの数が増加する際に生じる。例えば、ＣＳ
１１が接続されていて、２個のＣＳを使用しなければならないというコマンドが出ると、
ＣＳ１２及び１３が使用され、ＣＳ１１は接続されない。ＣＳの数が１ユニットに戻ると
、動いていないＣＳ１１ではなく、ＣＳ１２（又はＣＳ１３）が接続される。３個のＣＳ
を接続しなければならないときは、１又は２個のＣＳに復帰する間に、交換が起こる。こ
の場合、出発点は、ＣＳ１１が接続されている状況であり、次いで3個のＣＳが接続され
る。あるいは復元条件が2個のＣＳを要求すると、ＣＳ１２及び１３が接続され、あるい
は復元条件が、1個のみのＣＳを要求すると、ＣＳ１２又は１３が接続される。
【００７２】
　異なる態様では、ＣＳの変化はＣＳの使用の計算により生じる。この計算は、使用の長
さに基づいて行われ、交換は、ある期間に亘って、全てのＣＳがほぼ等しい使用期間が確
保されるように実行される。この期間は、１日でも、数日でも、１日の一部、例えば１又
は2時間以上とすることができ、この期間は、1日の内の時間及び／又は季節に応じて決定
できる。この態様では、使用しなければならないＣＳは、使用時間が少ないものである。
前記計算は、使用期間とは別に、ＣＳの使用期間や応力よりむしろ、使用回数をカウント
することにより行われる。この場合、使用されなければならないＣＳは、少数回、応力を
受けたものである。２種類の変数が組み合わせられた態様を予測することも可能である。
【００７３】
　異なる態様では、交換をランダムに行い、ランダムな変換器を管理システムに導入する
ことも可能である。ＣＳの数を増減させる場合、その選択は、ランダムに、必要に応じて
「シャフル」モードで行う（このモードは、使用しているＣＳをランダム選択から除外す
るモードである）。
【００７４】
　前記説明のように、使用しているＣＳ数の変化があるときに、ＣＳ交換を行う。勿論、
使用するＣＳ数が一定である場合に、前記交換を行うことも可能である（最大数ではない
限り）。気象上の条件から、単一個のみのＣＳを使用する場合、このＣＳを当初は作動し
ていないＣＳと交換し、1個のＣＳを所定期間以上、連続使用しないようにする。
【００７５】
　使用する変換器の交換は、電力変化がある場合に能動素子が受ける熱的及び電気的応力
を減少させる効果を有する。
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【００７６】
　熱的変化は、製造時に使用される物質の膨張係数のレベルの差に大きく影響されて、半
導体に機械的束縛を生じさせる。例えばシリコンは４ｐｐｍ／℃であるのに対し、銅は１
６ｐｐｍ／℃であり、アルミニウムは２４ｐｐｍ／℃である。多数の熱サイクル後の電気
接点で保持される機械的束縛の結果は、接点に、あるいは損傷している接点に微小な亀裂
が現れることである。ＣＳ交換の態様の目的は、熱的及び電気的応力を全ての変換器に分
散させることである。
【００７７】
　本発明の電子的管理システムは、例えばＰＶＧの素子の過熱を示すメッセージに続く、
安全機能、変換器のシャットダウンの制御も含む。本発明の電子管理システムは、防犯機
能も含む。本発明の管理システムは、電池群及び／又は変換器の操作条件に関する情報を
、電子的ネットワークの制御センタに伝達する。これは、ＰＶＧのメンテナンスを容易に
する。特に、メンテナンスの責任者は、太陽電池や変換器の群の故障に対して、より迅速
に警告を発して、必要な対策を採ることができる。
【００７８】
　本発明の管理システムは、全体又は一部を、太陽電池発電装置に組み入れることができ
る。
【００７９】
　ある態様では、多接合太陽電池デバイスが使用できる。その場合、異なった接合の電気
的カップリグの問題を解決することが必要になる。多接合太陽電池デバイス、例えばタン
デム接合デバイスとは、該デバイスの太陽スペクトル吸収領域を増加させるように、単一
接合を複数積層させた太陽電池デバイスを意味する。タンデム接合の太陽電池デバイスで
は、良好な電気的変換出力が得られる。タンデム接合太陽電池デバイスの電気的カップリ
ングの主要な不利益は、日射条件にかかわらず、タンデムを形成する太陽電池の性能の調
和が必要なことである。前記タンデムの各電池の電流生成は、活性であるスペクトルの領
域に従って自動的に異なるため、前記理想的なケースは、実現可能ではなく、日射条件に
応じて変化する。これにより、タンデム接合太陽電池デバイスは、その最も弱い素子によ
り、固有の限界が現れる。このタイプの電流限界は、タンデム接合太陽電池デバイスの理
論的出力を大きく減少させる。１つの解決法は、タンデム接合太陽電池デバイスの接合を
電気的にデカップリングさせることである。タンデムカップリング型の太陽電池は、依然
として光学的にはカップリングするが、電気的にはデカップリングする。各接合は、2個
の電極に接続されて、４電極－太陽電池デバイスが得られる（タンデムの場合）。前記変
換器を、前記タンデムの各（少なくとも１個の）太陽電池に接続すると、前記システムに
より、多接合太陽電池デバイスが得られ、このデバイスは、電気的にデカップリングされ
た太陽電池で動作し、各電池は、本発明の管理システムにより最適状態に管理されている
。
【００８０】
　以下の実施例は、本発明を限定するものではない。
【００８１】
［実施例］
　本実施例では、しきい値がＰＶpeakの１／３及び２／３に固定された従来技術で使用さ
れた、３ＣＳを備えるシステムと、本発明で使用される３ＣＳを備えるシステムを比較す
る。
【００８２】
　本発明の方法で得られるエネルギゲインを評価するために選択されたテストプレトコル
は、同じ入力源（太陽シミュレータ）及び同じ多相電力カード（同じ電気素子の挙動）で
ある。前記シミュレータは、同じ電力プロフィールの両ケースでの適用を可能にし（例え
ば、比較的晴れた日に、８５Ｗの電力ピークのモジュールを生産）、一方ＭＰＰは、同じ
ＭＰＰＴコマンドを使用して得られるか、あるいはＰ１及びＰ２の値のみが異なってくる
。
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【００８３】
　この試験の間、負荷を接続した２４Ｖのバッテリを使用して、バッテリの公称電圧（２
４Ｖ）が連続して保証されるようにした。図６は、使用した測定システムを示している。
【００８４】
　測定器具により、変換器の入力及び出力に存在する電流及び電圧を同時に測定する。こ
れらの値は、前記シミュレータが供給するＰＶ電力（ＰＰＶ）及びバッテリ（ＰＢＡＴ）
に伝達される電力、従って変換器（ＰＢＡＴ／ＰＰＶ）の出力を推測することを可能にす
る。時間変数（時で表した試験時間）を考慮して、生成され、かつバッテリ（ＥＢＡＴ）
に伝達されたＰＶエネルギ（ＥＰＶ）の量を計算する。
【００８５】
　本発明方法により決定されたしきい値Ｐ１及びＰ２を図４に示す。しきい値は、それぞ
れ２８％及び４５％である。
【００８６】
　表３の結果が得られ、比較は、従来技術のしきい値の１／３及び２／３に対応する。
【００８７】
【表３】

【００８８】
　この試験の間、２つのシステムでは、それらの入力ポートに、同じ量、つまり３８７Ｗ
ｈのエネルギが得られた。しきい値が本発明方法で決定されるシステムは、負荷に、２．
４Ｗｈ以上を伝達することを可能にし、最終的に、この電力段での変換効率レベルにおけ
るゲインを０．７％にした。
【符号の説明】
【００８９】
　ＣＳ　変換器（静電変換器）
　ＭＰＰ　最大電力点
　ＭＰＰＴ　最大電力点追従制御
　ＰＶ　太陽電池
　２　電池
　３　ノンリターンダイオード
　４　バイパスダイオード
　６　ＭＰＰＴコマンド
　８　変換器
　１０　太陽電池ユニット
　１１、１２、１３　静電変換器
　１４　ＭＰＰＴコマンド
　１５　バッテリ
　Ｐ１、Ｐ２　しきい値
　Ｖopt　最適電圧値
　Vin　入力電圧
　Vout　出力電圧
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